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平成 21 年 11 月５日 

各 位 

会 社 名 ｶﾙﾁｭｱ･ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ･ｸﾗﾌﾞ株式会社 

代表者名  代表取締役社長兼CEO 増田宗昭 

 （コード番号 4 7 5 6  東証第１部） 

問合せ先  取 締 役 C F O  谷 田 昌 広 

 （ T E L ． 0 3 － 5 4 2 4 － 1 6 4 4 ） 

 

会 社 名 株 式 会 社 す み や 

代表者名  代表取締役社長  矢田猛 

 （ コ ー ド 番 号  9 9 3 9  J A S D A Q ） 

問合せ先  取 締 役  宮 谷 穣 士 

 （ T E L ． 0 5 4 － 2 5 1 － 1 9 7 9 ） 

 

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社による 

株式会社すみやの完全子会社化に関する株式交換契約締結について 

 

 

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（以下、「ＣＣＣ」といいます。）及び株式会社すみや

（以下、「すみや」といいます。）は、平成 21 年 11 月５日開催の各社取締役会において、平成 22 年２月

１日を効力発生日として、下記のとおり、ＣＣＣを株式交換完全親会社、すみやを株式交換完全子会社

とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）を行うことを決議し、株式交換契約を締結いたし

ましたので、お知らせいたします。 

なお、本株式交換は、ＣＣＣについては、会社法第 796 条第３項の規定に基づく簡易株式交換の手続

きにより、株主総会の承認を得ないで行う予定です。 

また、すみやの株式は、本株式交換の効力発生日に先立ち、平成 22 年１月 27 日に株式会社ジャスダ

ック証券取引所（以下、「ジャスダック」といいます。）において上場廃止（最終売買日は平成 22 年１月

26 日）となる予定です。 

 

記 

 

１．株式交換による完全子会社化の目的 

 （１）本株式交換の目的 

ＣＣＣは、ＣＤ・ＤＶＤ、ゲーム、書籍のレンタル・販売・リサイクル(中古販売)等を行っている

ＴＳＵＴＡＹＡを全国にフランチャイズ展開しており、店舗数は 1,380 店舗(平成 21 年９月 30 日現

在)、連結売上高は 2,206 億円(平成 21 年３月期)であります。 

すみやは静岡県を中心とした東海地域でＣＤ・ＤＶＤ、ゲーム、書籍等の販売及びビデオ等のレン

タルを行う複合店舗を 28 店舗(平成 21 年９月 30 日現在)展開しており、その売上高は 110 億円（平
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成 21 年３月期）であります。平成 19 年３月期からは、ＣＣＣとの間で資本・業務提携契約を締結し、

ＴＳＵＴＡＹＡのフランチャイズに加盟することで、長年親しまれたすみやの持つブランド力、幅広

い顧客層に対応した品揃え・販売ノウハウに、ＣＣＣの商品企画・調達力や Tポイントシステムの導

入による集客力を付加し、また商品調達機能についてもグループで一本化するなど物流等の効率化を

図ることで間接コストを削減し、お客様にご満足いただける品揃え・売場づくり並びに収益力の向上

を目指してまいりました。 

しかしながら、昨今の世界的な金融危機を背景とした企業業績・雇用情勢の悪化や、個人消費の落

ち込みに伴い、すみやは昨年末からＣＤ・ＤＶＤ等の販売を中心に業績の落込みが見られます。両社

がこの激変する経営環境に対応するには、これまで以上に両社の関係を強化し迅速な意思決定と柔軟

かつ効率的な経営施策の展開が急務となりました。 

このため、ＣＣＣは、すみやを完全子会社化し、資本・業務提携の成果を着実なものとすることが

重要と判断いたしました。 

一方で、すみやは、お客様への良質なサービスの提供を継続し、より一層の顧客価値の向上を実現

するため、今回の完全子会社化は必要な施策であると判断いたしました。 

上記の認識に基づき、完全子会社化における手法として株式交換を選択し、株式交換を実施するこ

とを決議いたしました。これにより、老朽化した店舗設備の刷新・アイテム構成の組替え等にも柔軟

に対応でき、今まで以上に魅力的な店舗サービス・収益性の向上が図られ、お客様を始めとした各ス

テークホルダーにご満足いただけるものになると考えております。 

以上の経緯により、平成 21 年 11 月５日付で両社は、それぞれの取締役会において平成 22 年２月

１日を株式交換の効力発生日として、本株式交換を行うことを決議し、株式交換契約を締結いたしま

した。 

なお、本株式交換後において、すみやは、ＣＣＣと協力してすみやの不採算店舗の撤退・閉店等、

経営の合理化について諸施策を検討しておりますが、労働組合と協議中であるため、合意・決定次第

あらためてお知らせいたします。 

 

（２）上場廃止となる見込み及びその事由 

本株式交換の結果、効力発生日である平成 22 年２月１日をもって、ＣＣＣはすみやの完全親会社

となり、完全子会社となるすみやはジャスダックの株券上場廃止基準に従って、平成 22 年１月 27

日付で上場廃止（最終売買日は平成 22 年１月 26 日）となる予定です。上場廃止後はジャスダックに

おいてすみやの普通株式を取引することはできません。 

 

 （３）上場廃止を目的とする理由及び代替措置の検討状況 

本株式交換は、上記（１）に記載のとおり、すみやの上場廃止を直接の目的とするものではありま

せんが、本株式交換によりＣＣＣがすみやの唯一の株主となる結果、上記（２）に記載のとおり、す

みやは上場廃止となる予定です。 

すみやの普通株式が上場廃止となった後も、本株式交換によりすみやの普通株主の皆様に割当てら

れるＣＣＣの普通株式は、株式会社東京証券取引所市場第１部（以下、「東証第１部」といいます。）

に上場されており、本株式交換後も同取引所市場での売買が可能であることから、すみやの普通株式
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を 715 株以上所有し、本株式交換によりＣＣＣの単元株式数である 100 株以上のＣＣＣ株式の割当て

を受けるすみやの普通株主の皆様に対しては、引き続き株式の流動性を提供できるものと考えており

ます。 

他方、715 株未満の普通株式を所有するすみやの普通株主の皆様には、ＣＣＣの単元株式数である

100 株に満たないＣＣＣ株式が割当てられます。これらの単元未満株式を上記いずれの取引所市場に

おいても売却することはできませんが、株主の皆様のご希望によって「単元未満株式の買増制度」又

は「単元未満株式の買取制度」をご利用いただくことが可能です。また、本株式交換に伴い１株に満

たない端数が生じた場合には、会社法第 234 条の規定により、１株に満たない端数部分に応じた金

額を交付する予定としております。 

 

 （４）公正性を担保するための措置 

本株式交換の検討にあたって、ＣＣＣがすみやの普通株式 11,002,000 株（すみやの発行済株式数

16,841,074 株（平成 21 年９月 30 日現在）に占める所有割合で 65.33％、議決権割合でも同じく平成

21 年９月 30 日現在で 67.65％）を所有している親会社であることから、その公正性・妥当性を確保

するため、両社は、後記２．（３）でご説明しておりますとおり、それぞれ別個に、両社から独立し

た第三者算定機関に株式交換比率の算定を依頼することとし、その算定結果の提出を受けました。両

社はかかる算定結果を参考として、検討・交渉・協議を行い、その結果合意された株式交換比率によ

り本株式交換を行うことといたしました。なお、両社は、いずれも第三者算定機関から株式交換比率

の公正性に関する意見（いわゆる「フェアネスオピニオン」）を取得しておりません。 

また、法務アドバイザーとして、ＣＣＣはアンダーソン・毛利・友常法律事務所を選任し、法的な

観点から本株式交換の条件、留意点及び適切な手続並びにこれらに対する現実的な対応についての助

言を受けました。すみやはシティユーワ法律事務所を選任し、法的な観点から本株式交換の条件、取

締役会での決議の方法、留意点及び適切な手続並びにこれらに対する現実的な対応についての助言を

受けました。 

 

 （５）利益相反を回避するための措置 

すみやの取締役のうち、取締役高橋聡はＣＣＣにおける業務にも従事しているため、利益相反を回

避する観点から、すみやの本株式交換に係る取締役会の審議及び決議に参加しておりません。すみや

の取締役会は、当該取締役高橋聡を除く取締役４名全員一致により本株式交換を行うことを決議して

おります。なお、決議に参加したすみやの取締役４名のうち、ＣＣＣから出向している２名につきま

しては、ＣＣＣの業務執行を行っておらず、ＣＣＣにおいて本株式交換に関与しうる立場にありませ

ん。 

また、社外監査役味村隆司は、ＣＣＣにおける業務にも従事しているため、利益相反を回避する観

点から、すみやの本株式交換に係る取締役会の審議に参加しておりませんが、すみやの取締役会には、

当該社外監査役味村隆司を除くすみやの監査役２名全員が出席し、その全員が本株式交換の決定をす

ることにつき異議がない旨の意見を述べております。 
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２．株式交換の要旨 

（１）株式交換の日程 

株式交換決議取締役会（両社） 平成 21 年 11 月５日（木） 

株式交換契約締結（両社） 平成 21 年 11 月５日（木） 

臨時株主総会基準日（すみや） 平成 21 年 11 月 20 日（金）（予定）

各種類株主総会基準日（すみや） 平成 21 年 11 月 20 日（金）（予定）

第１種優先株主による種類株主総会（すみや） 平成 21 年 12 月 25 日（金）（予定）

第２種優先株主による種類株主総会（すみや） 平成 21 年 12 月 25 日（金）（予定）

普通株主による種類株主総会（すみや） 平成 21 年 12 月 25 日（金）（予定）

臨時株主総会（すみや） 平成 21 年 12 月 25 日（金）（予定）

上場廃止日（すみや） 平成 22 年１月 27 日（水）（予定）

株式交換の予定日（効力発生日） 平成 22 年２月１日（月）（予定）

 

（注１）すみやについては、株主総会に加えて、普通株主、第１種優先株主及び第２種優先株主による

各種類株主総会を開催し本株式交換の承認を得る予定です。 

（注２）ＣＣＣについては、会社法第 796 条第３項の規定に基づく簡易株式交換の手続により、株主総

会の承認を得ないで行う予定です。 

（注３）第１種優先株式（下記２.（５）にて定義しております。）については、株式会社静岡銀行（以

下、「静岡銀行」といいます。）が発行済株式数（1,000,000 株）のうち 935,000 株を、残り 65,000

株をすみやが所有しておりますが、静岡銀行が所有する 935,000 株については、株式交換の予

定日（効力発生日）までに静岡銀行からＣＣＣに対して譲渡される予定です。 

なお、平成 21 年 11 月５日付でＣＣＣは静岡銀行との間で株式譲渡契約を締結しております。 

（注４）ジャスダックによる平成 21 年４月８日付の通知「株券等の５日目決済及び期間売買停止の廃

止の実施予定日について」に基づいて当該日程としておりますが、株券等の５日目決裁の廃止

が予定通り行われない場合は、上場廃止日は平成 22 年１月 26 日（最終売買日は平成 22 年１

月 25 日）となる予定です。 

 

（２）株式交換に係る割当ての内容 

 
ｶﾙﾁｭｱ･ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ･ｸﾗﾌﾞ株式会社

（完全親会社） 

株式会社すみや 

（完全子会社） 

株式交換比率 普通株式 １ 普通株式 0.14 

株式交換により発行する新株

式数 
普通株式 743,602 株（予定） 

（注１）株式の割当比率 

①普通株式 

すみやの普通株式１株に対して、ＣＣＣの普通株式 0.14 株を割当交付します。ただし、ＣＣ

Ｃが所有するすみやの普通株式（平成 21 年 11 月５日現在 11,002,000 株）については、本株

式交換による株式の割当ては行いません。 

②第１種優先株式 

静岡銀行が所有する 935,000 株については、株式交換の予定日（効力発生日）までに静岡銀行

からＣＣＣに対して譲渡され、すみやが自己株式として所有する 65,000 株については、株式

交換の予定日（効力発生日）までに消却されることにより、効力発生日時点においてはＣＣＣ
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が発行済株式数（935,000 株）の全てを所有する予定であるため、本株式交換による株式の割

当ては行いません。 

③第２種優先株式（下記２.（５）にて定義しております。） 

ＣＣＣが発行済株式数（1,000,000 株）の全てを所有しているため、本株式交換による株式の

割当ては行いません。 

（注２）本株式交換により発行する新株式数 

ＣＣＣは、本株式交換に際して、本株式交換によりＣＣＣがすみやの発行済株式（ただし、Ｃ

ＣＣが所有するすみやの株式は除きます。）の全てを取得する時点の直前時（以下、「基準時」

といいます。）のすみやの株主名簿に記載又は記録されたすみやの普通株主の皆様（ただし、

ＣＣＣは除きます。）に対し、その所有するすみやの普通株式に代わり、その所有するすみや

の普通株式１株につきＣＣＣの普通株式 0.14 株の割合をもって算定した数のＣＣＣの普通株

式を交付します。これにより、ＣＣＣは、普通株式 743,602 株を交付することとなるところ、

この交付予定の株式数は、平成 21 年９月 30 日時点におけるすみやの普通株式の発行済株式数

（16,841,074 株）、すみやの保有する自己株式数（普通株式 527,631 株）及びＣＣＣが所有す

るすみやの普通株式の株式数（11,002,000 株）に基づいて算出しているものであり、すみや

による自己株式の取得・消却等の理由により今後修正される可能性があります。 

なお、すみやは、本株式交換の予定日（効力発生日）の前日までに開催するすみやの取締役会

の決議により、自己株式（本株式交換に関して行使される会社法第 785 条第１項に定める反対

株主の株式買取請求に係る株式の買取りによって取得する自己株式を含みます。）を基準時に

おいて実務上可能な範囲で消却する予定です。（なお、平成 21 年 11 月５日時点ですみやが所

有する自己株式は、普通株式 527,631 株及び第１種優先株式 65,000 株です。） 

（注３）単元未満株式の取扱い 

本株式交換に伴い、ＣＣＣの単元未満株式を所有することとなる株主の皆様については、ＣＣ

Ｃ株式に関する以下の制度をご利用いただくことができます。なお、取引所市場において単元

未満株式を売却することはできません。 

① 単元未満株式の買増制度（100 株への買増し） 

ＣＣＣの単元未満株式を有する株主が、その有する単元未満株式の数と併せて１単元とな

る数の株式をＣＣＣから買い増すことができる制度です。 

② 単元未満株式の買取制度（単元未満株式の売却） 

ＣＣＣの単元未満株式を有する株主が、会社法第 192 条第１項の規定に基づき、ＣＣＣに

対しその有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる制度です。 

（注４）１株に満たない端数の取扱い 

本株式交換に伴い、ＣＣＣの１株に満たない端数の交付を受けることとなる株主の皆様につ

いては、会社法第 234 条の規定により、１株に満たない端数部分に応じた金額を交付する予

定としております。 

 

（３）当該組織再編に係る割当ての内容の算定根拠等 

① 算定の基礎 



 

6 

 

本株式交換の株式交換比率については、その公正性・妥当性を確保するため、各社がそれぞれ別個

に、両社から独立した第三者機関に株式交換比率の算定を依頼することとし、ＣＣＣは野村證券株式

会社（以下、「野村證券」といいます。）を、すみやは株式会社ＫＰＭＧ ＦＡＳ（以下、「ＫＰＭＧ」

といいます。）を、それぞれの第三者算定機関として選定いたしました。 

野村證券は、ＣＣＣについては、ＣＣＣが東証第１部に上場しており、市場株価が存在することか

ら市場株価平均法（諸条件を勘案し、算定基準日である平成 21 年 11 月２日の株価終値、算定基準日

から遡る５営業日、１ヶ月間、３ヶ月間、６ヶ月間及びすみやの「平成 22 年３月期第２四半期累計期

間及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」公表日（平成 21 年 10 月２日）の翌営業日である平成

21 年 10 月５日から算定基準日までの期間の各取引日株価終値平均）を、また、ＣＣＣには比較可能

な上場類似会社が複数存在し、類似会社比較法による株式価値の類推が可能であることから類似会社

比較法を、それに加えて将来の事業活動の状況を分析に反映するため、ディスカウンテッド・キャッ

シュフロー法（以下、「ＤＣＦ法」といいます。）を採用して算定を行いました。 

すみやについては、すみやがジャスダックに上場しており、市場株価が存在することから市場株価

平均法（諸条件を勘案し、算定基準日である平成 21 年 11 月２日の株価終値、算定基準日から遡る５

営業日、１ヶ月間、３ヶ月間、６ヶ月間及びすみやの「平成 22 年３月期第２四半期累計期間及び通期

業績予想の修正に関するお知らせ」公表日（平成 21 年 10 月２日）の翌営業日である平成 21 年 10 月

５日から算定基準日までの期間の各取引日の株価終値平均）を、それに加えて将来の事業活動の状況

を評価に反映するため、ＤＣＦ法を採用して算定を行いました。 

なお、ＣＣＣの１株当たり株式価値を１とした場合の評価レンジは、以下のとおりとなります。 

 

ＣＣＣ すみや 株式交換比率算定結果 

市場株価平均法 
市場株価平均法 

１：0.130～0.151 

類似会社比較法 １：0.147～0.181 

ＤＣＦ法 ＤＣＦ法 １：0.139～0.158 

 

野村證券は、株式交換比率の算定に際して、両社から提供を受けた情報及び一般に公開された情報

等を原則としてそのまま採用し、採用したそれらの資料及び情報等が、全て正確かつ完全なものであ

ることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っておりません。また株式交

換比率の算定に重大な影響を与える可能性がある事実で野村證券に対して未開示の事実はないこと

等の種々の前提を置いており、かつ両社とその関係会社の個別の資産又は負債（偶発債務を含みま

す。）について、個別の各資産及び負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行って

おらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っておりません。加えて、かかる算定において参照

した両社の財務見通しについては、両社の経営陣により現時点で得られる最善の予測と判断に基づき

合理的に準備･作成されたことを前提としております。野村證券の算定は平成 21 年 11 月２日までの

情報と経済情勢を反映したものであります。 

 

一方、ＫＰＭＧは、すみやについては、すみやがジャスダックに上場しており、市場株価が存在す
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ることから市場株価平均法（諸条件を勘案し、算定基準日である平成 21 年 11 月２日の株価終値、算

定基準日から遡る２週間、１ヶ月間、３ヶ月間、６ヶ月間の各取引日株価終値平均）を、それに加え

て将来の事業活動の状況を評価に反映するため、ＤＣＦ法を採用して算定を行いました。 

ＣＣＣについては、ＣＣＣが東証第１部に上場しており、市場株価が存在することから市場株価平

均法（諸条件を勘案し、算定基準日である平成 21 年 11 月２日の株価終値、算定基準日から遡る２週

間、１ヶ月間、３ヶ月間、６ヶ月間の各取引日株価終値平均）を、それに加えて将来の事業活動の状

況を評価に反映するため、ＤＣＦ法を採用して算定を行いました。 

なお、ＣＣＣの１株当たり株式価値を１とした場合の評価レンジは、以下のとおりとなります。 

 

採用手法 株式交換比率算定結果 

市場株価平均法 １：0.130～0.150 

ＤＣＦ法 １：0.060～0.106 

 

ＫＰＭＧは、株式交換比率の算定に際して、両社から提供を受けた情報及び一般に公開された情報

を用いて、株式交換比率を算定するための分析を実施いたしました。ＫＰＭＧは、両社から提供を受

けた情報及び一般に公開された情報等が、全て正確かつ完全なものであることを前提としており、独

自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っておりません。また株式交換比率の算定に重大な影響を

与える可能性がある事実でＫＰＭＧに対して未開示の事実はないこと等の種々の前提を置いており、

かつ両社とその関係会社の個別の資産又は負債（偶発債務を含みます。）について、個別の各資産及

び負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、第三者機関への鑑定又は

査定の依頼も行っておりません。加えて、かかる算定において参照した両社の財務見通しについては、

両社の経営陣により現時点で得られる最善の予測と判断に基づき合理的に準備･作成されたことを前

提としております。ＫＰＭＧの算定は平成 21 年 11 月２日までの情報と経済情勢を反映したものであ

ります。 

 

なお、野村證券及びＫＰＭＧは、ＣＣＣとすみやの株式交換比率の算定に使用した財務見通しにお

いては、平成 21 年 11 月５日付でＣＣＣが開示した「特別損失の計上及び通期業績予想の修正に関す

るお知らせ」及び「会社分割による当社関連会社（株式会社ＭＰＤ）への事業の承継に関するお知ら

せ」並びにすみやが開示した「特別損益の発生、平成 22 年３月期第２四半期累計期間及び通期業績

予想の修正並びに役員報酬の追加減額に関するお知らせ」による影響を考慮しております。 

 

② 算定の経緯 

これらの算定結果を参考にし、両社は交渉・協議を重ね、株式交換比率の内容を含む株式交換契約

の締結について決定いたしました。両社の株価形成状況、今後の財務状況や業績動向等を総合的に勘

案し、両社で協議を重ねました。その結果、両社はそれぞれ、上記の株式交換比率は妥当であり、そ

れぞれの株主の利益を損ねるものではないとの判断に至り、平成 21年 11 月５日に開催された両社の

取締役会において決定のうえ、同日両社間で株式交換契約を締結いたしました。 
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なお、この株式交換比率は、算定の基礎となる諸条件について重大な変更が生じた場合、両社間の

協議により変更されることがあります。 

 

③ 算定機関との関係 

ＣＣＣの第三者算定機関である野村證券及びすみやの第三者算定機関であるＫＰＭＧはいずれも、

ＣＣＣ及びすみやから独立しており、ＣＣＣ及びすみやの関連当事者には該当いたしません。 

 

（４）株式交換完全子会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

すみやは新株予約権、新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

（５）株式交換完全子会社の優先株式に関する取扱い  

すみやは第一回第１種優先株式（平成 18 年６月開催の定時株主総会の決議に基づき発行。以下、

「第１種優先株式」といいます。）及び第一回第２種優先株式（平成 20 年６月開催の定時株主総会

の決議に基づき発行。以下、「第２種優先株式」といいます。）を発行しております。第１種優先株

式は第１種優先株主である静岡銀行が発行済株式数（1,000,000 株）のうち 935,000 株を、残り

65,000 株はすみやが自己株式として所有し、第２種優先株式は第２種優先株主であるＣＣＣが発

行済株式数（1,000,000 株）の全てを所有しているところ、第１種優先株式については、平成 21

年 11月５日に静岡銀行とＣＣＣ間で株式譲渡契約を締結し、ＣＣＣは静岡銀行が所有する935,000

株を譲り受けることを予定しております。手続としては、すみやによる定款変更により、第１種優

先株式について普通株式を対価とする取得請求権及び取得条項を定めた条項を削除し、株式交換の

予定日（効力発生日）までに静岡銀行が所有する 935,000 株がＣＣＣに対して譲渡される予定です。

すみやによる定款変更については、平成 21 年 11 月５日付「定款の一部変更に関するお知らせ」を

ご参照下さい。また、すみやが自己株式として所有する 65,000 株については、株式交換の予定日

（効力発生日）までに消却される予定です。 

なお、第２種優先株式については、ＣＣＣが引き続き所有する予定です。 
 

 

３．株式交換当事会社の概要  

（１） 商 号 ｶﾙﾁｭｱ･ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ･ｸﾗﾌﾞ株式会社 株式会社すみや 

（２） 事 業 内 容 

「ＴＳＵＴＡＹＡ直営事業」「ＴＳ

ＵＴＡＹＡ ＦＣ事業」「アライア

ンス・コンサルティング事業」「会

員サービス事業」「その他」 

ＣＤ・ＤＶＤ、書籍、ゲーム等の

販売、レンタル業務 

（３） 設 立 年 月 日 昭和 55 年１月 31 日 昭和 38 年 10 月１日 

（４） 本 店 所 在 地 大阪市北区梅田二丁目５番 25 号 
静岡県静岡市葵区呉服町 

一丁目６番地の９ 

（５） 
代 表 者 の 

役 職 ・ 氏 名 

代表取締役社長兼 CEO 

増田 宗昭 

代表取締役社長 

矢田 猛 
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（６） 資本金の額（注１） 12,547 百万円 1,747 百万円 

（７） 発行済株式数（注１） 普通株式 193,240,860 株 

普通株式 16,841,074 株 

第１種優先株式 1,000,000 株 

第２種優先株式 1,000,000 株 

（８） 純 資 産 （ 注 １ ） 45,242 百万円（連結） △850 百万円（個別） 

（９） 総 資 産 （ 注 １ ） 127,355 百万円（連結） 4,918 百万円（個別） 

（10） 事 業 年 度 の 末 日 ３月 31 日 ３月 31 日 

（11） 従業員数（注１） 2,452 名（連結） 106 名（個別） 

（12） 主 要 取 引 先 
㈱ＭＰＤ、㈱トップカルチャーな

ど 

㈱ＭＰＤなど 

 

 

（13） 

 

大株主及び所有比率 

（普通株式）（注１） 

ﾏｽﾀﾞｱﾝﾄﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ株式会社 

26.05％ 

増田 宗昭      15.06％ 

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行株式会社

(信託口）              7.22％ 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･サービス信託銀行株式

会社(信託口 9)         6.17％ 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･サービス信託銀行株式

会社(信託口)           4.16％ 

株式会社ＣＣＣ（注２） 65.33％ 

株式会社静岡銀行      4.26％ 

自社(自己株口)      3.15％ 

川邉 富代               1.06％ 

川邉 卓                 1.02％ 

 

（14） 主 要 取 引 銀 行 
株式会社みずほコーポレート銀行 

株式会社三井住友銀行 
株式会社静岡銀行 

（15） 当事会社間の関係等 

資本関係 

ＣＣＣはすみやの普通株式 11,002,000 株（所有比率

65.33％）及び第２種優先株式 1,000,000 株を所有し、

すみやを連結子会社としております。（平成 21 年 11

月５日現在） 

人的関係 

ＣＣＣの従業員３名がすみやの取締役に就任してお

り、また、ＣＣＣの従業員１名がすみやの社外監査

役に就任しております。また、ＣＣＣの従業員１名

がすみやに出向しており、すみやの従業員 37 名がＣ

ＣＣに出向しております。（平成 21年 11 月５日現在）

取引関係 
ＣＣＣはすみやとＦＣ加盟契約を締結するととも

に、資金の貸借などを行っております。 
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関連当事者への

該 当 状 況

すみやは、ＣＣＣの連結子会社であり、関連当事者

に該当します。 

（注１）平成 21 年９月 30 日現在の数値を記載しております。  

（注２）株式会社 CCC は平成 21 年 10 月１日付でＣＣＣに吸収合併されております。 

 

（16） 最近３年間の業績
 

（単位：百万円、単位未満切捨て）

 ｶﾙﾁｭｱ･ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ･ｸﾗﾌﾞ株式会社 

（完全親会社） 

（連結） 

株式会社すみや 

（完全子会社） 

（単体） 

決 算 期
平成 19 年

３月期 

平成 20 年

３月期 

平成21年

３月期 

平成19年

３月期 

平成20年

３月期 

平成 21 年

３月期 

売 上 高 210,615 237,730 220,688 19,346 15,077 11,035

営 業 利 益 14,435 15,213 15,249 △432 △483 △593

経 常 利 益 14,807 15,133 16,051 △443 △440 △556

当 期 純 利 益 （ △ 損 失 ） 7,281 2,931 8,142 △746 △1,198 △508

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益

（ △ 損 失 ）（ 円 ）
38.17 15.25 42.31 △55.28 △74.81 △31.18

１株当たり配当金（円） 6.00 7.00 8.00 0.00 0.00 0.00

１株当たり純資産（円） 162.16 161.70 201.27 11.25 △62.47 28.91

 

４．株式交換後の状況 

（１） 商 号 ｶﾙﾁｭｱ･ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ･ｸﾗﾌﾞ株式会社 

（２） 事 業 内 容 
「ＴＳＵＴＡＹＡ直営事業」「ＴＳＵＴＡＹＡ ＦＣ事業」「アライア

ンス・コンサルティング事業」「会員サービス事業」「その他」 

（３） 本 店 所 在 地 大阪市北区梅田二丁目５番 25 号 

（４） 代表者の役職・氏名 
代表取締役社長兼 CEO 

増田 宗昭 

（５） 資 本 金 の 額 12,547 百万円（平成 21 年９月 30 日現在） 

（６） 純 資 産（連結） 現時点では確定しておりません。 

（７） 総 資 産（連結） 現時点では確定しておりません。 
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（８） 事 業 年 度 の 末 日 ３月 31 日 

 

５．会計処理の概要 

ＣＣＣは「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成 15 年 10 月 31 日）および「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会 平成 19 年 11 月 15 日公

表分 企業会計基準適用指針第 10 号）に基づき、「共通支配下の取引等」の会計処理を適用すること

となります。 

 

６．今後の見通し 

すみやはＣＣＣの連結子会社であり、本株式交換によるＣＣＣの連結業績に与える影響は軽微であ

ると見込んでおります。 

すみやの業績への影響については、すみやが平成 21 年 11 月５日付で開示した「特別損益の発生、

平成 22 年３月期第２四半期累計期間及び通期業績予想の修正並びに役員報酬の追加減額に関するお

知らせ」における平成 22 年３月期の業績予想に反映されております。 

 

７．親会社等との取引等に関する事項 

すみやにとって本取引は、親会社等との取引等に該当いたします。すみやにおいては、従来より、

経営･事業活動を行ううえで親会社であるＣＣＣとは公正な取引関係を築くことを基本方針としてお

り、経営の独立性を確保しております。本件においても、上記経営の独立性を確保し、さらに上記１．

（４）及び（５）の施策により公正性を担保したうえで判断をしており、少数株主の保護を図ってお

ります。 

 

以 上 


